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情報信託機能の在り方に関する意見 2018/4/18

1

No 要点分類 概要 意⾒・どうするべきか 理由

1 論点1(認定の対象) 認定の対象 情報信託機能の認定対象として
①事業者単位(法⼈単位)
②サービス単位
が想定される。情報信託"機能"という⽤語が指すように、事業者ではなく情
報信託という機能(業務・サービス)を対象とすべきである。

既に複数のサービスを⾏っている事業者において、新たに情報信託機能(サービ
ス)を⾏う場合に既存の全てのサービスが要件を満たしていなければ認定を受けら
れないものであると、情報信託サービスの普及の阻害要因となることが危惧され
る。

2 論点1(認定の対象) 認定単位 認定の単位は『原則として「サービス単位」』であるべきではないか︖ 情報信託機能のみを提供する事業者について認定が「事業者単位」となるのは
当然であるが、認定の対象となる範囲を明らかにする必要があることから、通常は
「サービス単位」と説明するのが妥当ではないか。認定基準に経営条件、セキュリ
ティ条件、ガバナンス条件などがあるとしても、それを事業者を評価するという視点
で⾒るか、サービスを運営する上で評価するという視点で⾒るかの違いがあるので
はないか。
同⼀事業者が別サービスで認定を受ける際に、従前に認定を受けたサービスでの
評価を流⽤できるような、認定ステップの簡素化は、別途議論することもできるの
ではないか。

3 論点1(認定の対象) 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－論点整理案について

論点①
「⺠間団体による認定は事業者単位か、それとも
サービス単位か」
に関連

【認定の単位について】
事業者認定×サービス単位の認定、という細かく認定単位を規定するというこ
ともあり得る。
その主旨としては、事業者とサービスの両⽅とも信頼を得ることが情報信託
サービスにとって必要であるため。ただし、認定基準については、ハードルをあげ
すぎることによって事業者の参⼊機会を不必要に阻害する可能性もあるた
め、要注意。

4 論点2(情報銀⾏の機能) GAFAの場合のユースケース GAFA への対抗を想定して情報信託を考えるにあたって、既にGAFA は広く
利⽤されており、情報信託機能が追加されるとGAFA がどのようになるのか
（参加するのかどうかも含め）、というユースケースを提⽰することで、情報信
託機能のイメージをつかんでもらうことも有効ではないか︖

情報信託に対して、⾝近な存在であり、かつ必要である機能のイメージを醸成す
ることも並⾏しないと、制度はできても避けられてしまうことを乗り越えられないので
はないか︖

5 論点2(情報銀⾏の機能) 持続可能性のあるユースケース 経営の持続可能性が論点に挙がっているが、経年変化する個⼈情報を信託
することの良さ、といった広告とは違った観点でのユースケースも議論してほし
い。
情報銀⾏を利⽤する⽅が便利な場合、利⽤しなくても不便ではない場合、と
いうように、使い分けることも選択は⾃由だが、社会に必要な存在であることが
分かるユースケースを議論してほしい。

7-Admin
テキストボックス
資料5-3

7-Admin
ノート注釈
7-Admin : Unmarked



情報信託機能の在り方に関する意見 2018/4/18

2

No 要点分類 概要 意⾒・どうするべきか 理由

6 論点2(情報銀⾏の機能) 信託の⽬的と範囲 「個⼈に代わって適切にデータを利活⽤する情報銀⾏」という場合に、ユース
ケースではないが、何を⽬的に信託するのか、どの範囲まで利活⽤されるの
か、ということを狭い範囲であってもイメージを持てるようにしないと、普及しない
のではないか︖

特に、個⼈にとって信託したほうが利便性が⾼まる、という場⾯が無いと、説得⼒
に⽋けると考える。

7 論点2(情報銀⾏の機能) 安⼼感を与える機能 信託することにより、⾃分を知ってくれている事業者からサービスを受けられる、
といった、⼀⼈住まいの⽅々などへ、何かの拠り所になる安⼼感を与える機能
も提⽰してほしい。

8 論点2(情報銀⾏の機能) 利⽤履歴の閲覧機能の"有無" 情報信託機能のうち、「利⽤履歴の閲覧」機能の有無を明⽰するだけでは
意味が無く、「有」を認定要件とすべきである。

情報信託機能の認定制度の意義として、当該認定を受けたサービスが利⽤者が
安⼼して利⽤できるものであること、それによって情報信託機能の認定を受けるこ
とのブランドに繋がると考えられる。そのため、利⽤者に安⼼感を与える「利⽤履歴
の閲覧機能」は有を要件とすべきである

9 論点2(情報銀⾏の機能) データポータビリティ機能の"有無" 情報信託機能のうち、「データポータビリティ」機能の有無を明⽰するだけでは
意味が無く、「有」を認定要件とすべきである。

情報信託機能の認定制度の意義として、当該認定を受けたサービスが利⽤者が
安⼼して利⽤できるものであること、それによって情報信託機能の認定を受けるこ
とのブランドに繋がると考えられる。そのため、データポータビリティ機能は「有」を要
件とすべきである。

10 論点2(情報銀⾏の機能) 利⽤履歴として明⽰すべき項⽬の明確化 データ利⽤者が情報信託機能を通じて利⽤した個⼈の情報の履歴につい
て、具体的な項⽬を明⽰すべきである。最低限、以下の事項を想定する。
・利⽤⽇時
・利⽤者名
・利⽤したデータ

利⽤履歴機能の有無と記載があるが、どの程度まで対応したら「有」と解してよい
のか判断基準がない。

11 論点2(情報銀⾏の機能) データポータビリティ要件の明確化 データポータビリティ機能の「有」を要件とする場合において、⾃⼰情報として受
領可能なデータの範囲は、あくまで情報信託機能運営事業者が⾃主事業で
作成したデータの範囲とする(即ち他の事業者から取得したデータは対象外と
する)等の要件を明確化すべき

情報信託機能運営事業者が他のデータホルダから受け取ったデータについて、
(情報信託機能運営事業者とデータホルダ間の協定・覚書・合意次第ではある
が)情報信託機能運営事業者が⼀律に個⼈や個⼈の指⽰に基づく第三社に提
供することはできない。また、情報信託機能運営事業者に渡ったデータは、個⼈
や第三社に渡せることがルール化されてしまうと、データホルダは運営事業者にデー
タを提供することを躊躇う可能性があり、結果として情報信託サービスの普及の障
壁になることが危惧される。
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12 論点2(情報銀⾏の機能) オプトアウト要件の明確化 情報信託機能運営事業者がオプトアウト機能を実装する場合に最低限対
応すべきオプトアウトの粒度を明確にすべき。以下に⽰すような選択軸が想定
される。
①収集するデータ提供元
　→業種単位、法⼈単位、サービス単位
②収集されたデータの提供先
　→業種単位、法⼈単位、サービス単位
③提供するデータの内容
　→データセット単位、データ項⽬単位
④利⽤⽬的
　※⽬的のカテゴリ化がそもそも可能であるか調査・検討が必要

認定制度の信頼性・ブランド性の観点から、個⼈が安⼼してデータを信託し、利
⽤してもらえる要件とすべき。そのため、オプトアウト機能についても、個⼈が安⼼
できると受容できる実装要件を定める必要がある。また、認定制度を実現する上
でも、認定の要件として、何ができればオプトアウト機能を具備したと判断できるの
か、基準を設けるべきである。

13 論点2(情報銀⾏の機能) 必須とすべき情報信託要件 以下の３要件は有無の明⽰ではなく、必須とすべき。 
・⾃⼰情報コントロール（利⽤（開⽰）履歴の 
　記録と⾒える化 
・任意の時点での簡便な容易なオプトアウ 
　ト⼿段の提供 
・データポータビリティ

情報信託は、企業の利活⽤の前提として、消費者の信頼獲得が前提のため。

14 論点2(情報銀⾏の機能) 情報提供先の信頼確保と提供先での正当な運⽤
を担保する機能の必要性 

情報提供先に以下のような義務を課す必要があるのではないか。�・提供先
での利⽤履歴開⽰の義務付け 
・提供先の信頼の格付けや責任者の明記 
・利⽤者から求められた場合の同意記録の提出 
　の義務付け 
など。 
 
上記が担保できない場合、実名での提供はオプトインに。包括契約（オプア
ウト）の場合は匿名加⼯されたデータに制限する、などの縛りが必要ではない
か。 

情報信託銀⾏の監査などを厳密に⾏っても、実名で提供を受けた提供先が不
適切な利⽤を⾏うことをいかに抑⽌するかが重要であり、単なる「してはならない」
という⽂⾔でなく、システムとして保証すべき。

15 論点2(情報銀⾏の機能) GDPRなどとの親和性 様々な要件について、諸外国との互換性を保ち実現すべき 既にデータ流通において越境は⽇常茶飯事であり、⽇本国内で独⾃に緩い基準
を設けても意味が無く、また、独⾃に厳しい基準を設けても利活⽤を阻害する可
能性もある。
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16 論点2(情報銀⾏の機能) 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－モデル約款（案）について

モデル約款の具体的記載事項（案）
1.個⼈と情報銀⾏の間
4）情報銀⾏が担う義務

個⼈情報を第三者提供する際に提⽰する利⽤⽬的の⽰し⽅について、個
別同意と包括同意の両⽅を可能とすることを認めていただきたい。
包括同意の場合の、利⽤⽬的の明⽰にあたっての書きぶりについて、モデル
約款に⽰してほしい。

17 論点2(情報銀⾏の機能) 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－論点整理案について

論点③
提供先第三者に起因して損害賠償が発⽣した場
合の損害賠償責任について、どのように考えるか。

【提供先第三者に対して情報銀⾏が⾏うべき事項等について】
本⼈に対して情報銀⾏が提供先第三者への損害賠償責任も負うとすると
き、情報銀⾏としては、リスクコントロールのため、提供先第三者への監視監
督を⾏うことが想定されるが、これを認定要件に含めるとともに、情報銀⾏が
⾏う監視監督に関する⼀定の免責事項を設ける必要がある。また本⼈から
情報銀⾏への損害賠償請求額の上限に対する考え⽅を整理することも考え
られる。

18 論点2(情報銀⾏の機能) 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－認定基準（案）について

認定基準　具体的基準（案）
1）事業者の適格性
②業務能⼒など

【認定基準の明確化】
認定基準　具体的基準（案）、1）事業者の適格性、
「②業務能⼒など」に「個⼈が理解しうるよう分かりやすい説明、形式などにつ
とめること」と記載があるが、具体的にどのような場⾯での対応が必要となるの
か、明⽰すべき。
例えば、商品説明と事業リスク、情報開⽰⽅法。

19 論点2(情報銀⾏の機能) 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－認定基準（案）について

認定基準　具体的基準（案）
2）セキュリティ基準
①運⽤基準

【個⼈情報を扱う担当者について】
認定基準におけるセキュリティ基準は、個⼈情報保護法での規定に加え、情
報銀⾏として加重に措置すべき事項が盛り込まれるべきであると思料。
この観点から、「個⼈情報を扱う担当者が明確であること」、及び「漏洩など事
故発⽣時の対応体制､報告・公表に関する基準が整備されていること」は、
⼀般的に個⼈情報保護法に沿って既に⾏われていると思われるため、これら
によって「何を加重に措置すべきこととしたいのか」明確にすべき。
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20 論点2(情報銀⾏の機能) 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－認定基準（案）について

認定基準　具体的基準（案）
3）ガバナンス体制
④透明性

【情報開⽰基準】
情報開⽰の透明性について、情報開⽰の基準（対象・頻度・⽅法等）を
定める必要があると思料。

21 論点2(情報銀⾏の機能) 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－認定基準（案）について

認定基準　具体的基準（案）
4）事業内容について
情報銀⾏の義務について

【同意取得、トレーサビリティ】
利⽤状況の報告義務等を規定するべきではないか。
例えば、情報銀⾏として、個⼈からお預かりしている情報の第三者提供先に
ついての履歴を開⽰可能とすること、など。

22 論点2(情報銀⾏の機能) データポータビリティの対象となるデータの要件 データポータビリティの対象となるデータについての定義・カテゴライズを丁寧に
議論するべき。ユーザ固有の情報と、サービス利⽤に伴って⽣成される情報に
⼤別されるが、後者も「利⽤履歴等の単なる事実・観測情報」と「それらを分
析等して付加価値をつけた情報」にわけられ、単なる事実・観測情報は、
ユーザが⾃由に扱えるべき度合いは相対的に⾼いものと思慮する。こうした視
点をもって、丁寧にデータポータビリティの議論を深めておくことが必要。

データポータビリティの範囲は、情報銀⾏に参⼊する事業者のインセンティブにも関
わるが、⼀⽅、情報銀⾏の情報を活⽤してビジネスをするプレーヤーを含めたエコ
システム活性化にも関わる。また、純粋に個⼈の権利の議論としても重要である。

３１ 論点2(情報銀⾏の機能) 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－認定基準（案）について
4）事業内容について
　②情報銀⾏の義務について

認定された情報銀⾏事業者間でのデータポータビリティについては、個⼈から
の要求に基づき可能とすべき。

データポータビリティについては、GDPRも想定しながら、独占的ではないデータ流
通活性化をめざした仕組みづくりの議論を継続していくべきである。ただし、情報
銀⾏事業者にデータポータビリティ機能を要件として供えない限り、流通事業者に
よる独占的なまたは排他的な流通が引き起こされる可能性があり、その場合、個
⼈の利便性が阻害される。

３２ 論点2(情報銀⾏の機能) 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－認定基準（案）について
4）事業内容について
　③機能について

個⼈が情報銀⾏に委任した情報の取り扱いについてコントロールできる機能と
して、「データポータビリティ」を含めるべき。

データポータビリティについては、GDPRも想定しながら、独占的ではないデータ流
通活性化をめざした仕組みづくりの議論を継続していくべきである。ただし、情報
銀⾏事業者にデータポータビリティ機能を要件として供えない限り、流通事業者に
よる独占的なまたは排他的な流通が引き起こされる可能性があり、その場合、個
⼈の利便性が阻害される。
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25 論点2(情報銀⾏の機能) 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－認定要件・機能について

・第三者提供条件の指定︓利⽤者に利⽤⽬的を分かりやすいかたちで明⽰
すべき。
・トレーサビリティ︓提供先の履歴の閲覧に加え、提供⽇時・提供されたデー
タ項⽬の閲覧を必須条件にすべき。
同様に、⽬的外の不適正利⽤を禁⽌、実効的に抑制するための仕組みを
⼊れ監査もすべき　（例︓提供されたデータ提供先での利⽤状況の閲覧を
必須条件にする。データ提供先はデータ利⽤時に情報銀⾏から取得した旨
の記載(コード等)を義務付ける等。）

情報漏洩等に対する損害賠償契約や、必要に応じた調査・報告の徴収に関し
て、利⽤⽬的以外の不適正利⽤に関しての実効性を強めるため。

26 論点3(責任の範囲) 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－論点整理案について

論点③
「提供先第三者に起因して損害が発⽣場合の損
害賠償責任」
に関連

【損害賠償責任について】
原則は、事業者が提供先第三者の過失により⽣じた損害賠償責任も負うべ
きである。
その上で、重過失がない場合の免責規定等、⼀般に消費者と事業者との契
約⾏為として認められているものは、個別に規定することを可能とするべき。

27 モデル約款案 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－論点整理案について

[第3回検討会ご意⾒]
に関連

【認定基準、モデル約款への記載内容】
第三者提供に関する基準や権利義務関係は、認定基準に規定するべき。

28 モデル約款案 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－論点整理案について

[第3回検討会ご意⾒]
に関連

【顧客へのリスク開⽰義務】
「顧客へのリスク開⽰義務」について、モデル約款の項⽬とするか議論が必要
ではないか。
例えば、情報銀⾏の倒産に伴うリスクが想定される。

29 モデル約款案 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－モデル約款（案）について
個⼈と情報銀⾏の間
　2)定義

本モデル約款の対象となる個⼈情報には「要配慮個⼈情報」「クレジットカー
ド番号」「銀⾏⼝座番号」は含まない、という内容に賛同するが、クレジット
カード番号、銀⾏⼝座番号の取り扱いについて検討すべき。

クレジッドカード番号や、銀⾏⼝座情報を含まない場合、決済⼿段を伴うサービ
スを実施していく上で、機会損失につながる可能性がある。
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30 認定基準案 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－論点整理案について

論点②
「モデル約款に記載すべき「情報銀⾏が担うべき義
務」について、認定基準としても明⽰すべきではない
か︖」
に関連

【認定基準への情報銀⾏義務明記】
事業者が認定基準を満たさなくなった場合、契約解除が⾃動的になされるよ
うにすべき。

31 認定団体の認定スキーム 利⽤者からの評価 情報銀⾏⾃体が利⽤されない場合、認定取り消しという制限を設けてもよい
と考える。
年⼀回、利⽤者数、利⽤者の満⾜度、情報信託の状況などを開⽰し、継
続の必要性を認定を与える団体が議論する場があってもよいと考える。

認定のみで利⽤されない事業者であれば、信託される存在感がないものと考えら
れるし、むやみに乱⽴する状態にすることも利⽤者からすると、選択する負荷が⼤
きいものと考える。

32 認定団体の認定スキーム 事業の持続可能性 情報信託以外の事業を並⾏して提供している場合には、情報信託とそれ以
外の事業を個別に収⽀判断するのではなく、何年か継続可能な証拠を、利
⽤者にも⾒えるように提⽰してほしい。
単独で情報信託を提供する場合には、供託⾦など企業としての持続可能性
を⾒えるようにする必要があると考える。
また、情報漏洩などのリスクに対しての保証についても、保険会社のソンベル
マージン指数のような指標が必要ではないか︖

33 認定団体の認定スキーム 認定機関の独⽴性の保証 情報信託を認定する機関は、実質的にも「認定を受ける情報信託事業者」
との利害関係がないことが保証できる機関でなければならない。

34 認定団体の認定スキーム 第4回情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関
する検討会
－認定基準（案）について

認定基準　具体的基準（案）
3）ガバナンス体制
③監査体制

【監査要件の明確化】
3)ガバナンス体制における監査体制について、監査対象及び監査機関がも
つ権限と義務について明確に規定すべきではないか。
具体的には、次のような事項等について記載がない。
・定期報告のタイミングや頻度について
・漏洩事故が発⽣した場合の、調査・報告権限を監査機関に持たせるか否
か
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